
※表示可能面積とは、表示部分だけの面積ではなく、基本的には容器包装の表面積全体を指します。

弊社にて食品表示シールを製作することも可能でございます。（1枚5円～。サイズによって異なります）

お客様にてパッケージングする場合の注意事項

食品表示の義務化

2個以上でパッケージングする場合は、食品表示を記載することは法律で定められております。

※ノベルティ・販促物・販売物全ての場合に適用です。

記載内容は全て法律で定められており、内容を一部省略することや、文字サイズを規定より小さくすることもできませ

ん。

1.文字サイズ：8ポイント以上（表示可能面積が150㎠以下は、5.5ポイント以上も可能）

2.必ず外装に記載する（または表示内容が全て読める場所　箱の中に記載することは不可）

リサイクルマークは義務付けられております。

封入するパッケージの

・識別マーク・部位

（印刷またはラベル貼付の場合は6㎜以上で表示します。）

・材質表示(省略も可能)

パッケージ封入作業を、弊社以外で行う場合、異物混入などの

責任を負えない場合があります。

例：瓶の中に「髪の毛」が混入。ピロー包装内部には問題ない。

→瓶詰めをおこなった会社での混入のため、弊社では責任を負えません。

味を入れたい場合は

〇〇飴（サイダー味）など商品名部分、

又は別途枠外に入れください。(原材料には入れない)

※商品名に「金太郎飴」は使えません。

「金太郎飴」は株式会社金太郎飴本店様の登録商標です。

使用した場合、訴訟問題となる場合があります。

販売者はPL保険に加入している会社様しか記載できません。

その商品の責任を負う会社を記載します。

（例：異物混入などが発生した場合など）

お客様情報・販売会社情報など載せたい場合は

「企画元」「お問い合わせ先」などという形で記載します。

商品の問い合わせなどについては、こちらに連絡することとなる

ため、電話番号はこちらに記入します。

企画元等が必要ない場合は、販売者欄に弊社の番号を記載します。

電話番号は、食品表示内に1つしか記載できません。

栄養成分表示は義務付けられております。

納品時に商品に「原材料名」を貼付しております。

そちらを参考にしてください。

【表示シール一例】

JANコードの印刷も可能です。

識別マーク一例


